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大田市温泉津町福光土地改良区設立総会開催 

平成２７年３月２９日（日）、組合員数５６名を構成員

とする「大田市温泉津町福光土地改良区」の設立総会が、

大田市温泉津町福光の林集会所において開催されました。 

 同土地改良区の設立については、農業者の高齢化や地域

外流出による地域内の耕作放棄地を解消するため、平成２

３年度に設立された農用地利用改善団体の役員１０名が中

心となって昨年７月から設立のための準備を進めてきたも

ので、昨年１２月１５日に島根県に設立認可申請書を提

出、本年３月９日付けで認可され、この度、設立総会で役

員選任の議決を得た理事１０名と監事３名でスタートすることになりました。 

福光地区は国道９号に隣接する平坦地で農地面積が約１６haの連坦地となっていますが、明治時

代に行われた区画整理よる１０ａ規模のほ場で農道も幅員が１ｍ程度しかなく、大型機械の搬入は困

難であり、また用排水路は未整備のため排水不良の水田が多く、田越しによる取排水が必要で維持管

理に多大な労力を要し、現在は全体面積の約半分が不耕作の状態になっています。 

このため本地区では、ほ場整備事業の導入を見据えて平成２４年度から「集落営農組織（林共同

耕作組合）」設立し、約２.４haの水稲の共同作業を実施して、ほ場整備事業に向けた機運を高めて

きました。 

 同土地改良区が今後取り組む事業は「県営福光地区農地環境整備事業」で、用水機場の整備を含ん

だ受益面積１３.８haの区画整理事業と頭首工の更新を行う用排水施設事業が計画されており、これ

らの事業により、耕作放棄地を含む区域の保全管理と優良農地の整備を行って生産性の高い農業経営

を確立し、より安定的な農業用水の確保を図るとともに施設管理労力の軽減を目指していきます。 

同土地改良区が設立されたことによって事業の推進が確実となり、地域農業の活性化に大きく貢

献することが期待されています。 
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 農業集落排水施設に係る新技術普及研究会（総会） 
４月１４日、東京都港区新橋駅前ビル１号館会議室において、「農業集落排水施設に係る新技術

普及研究会」平成２７年度総会が、２９道府県土連の集落排水担当者が参加し開催されました。 

この研究会は、平成２４年度、全国土地改良事業団体連合会、地域環境資源センター(JARUS)及び

各道府県土連が、連携して市町村を支援し、農業集落排水施設の機能診断調査、維持管理コスト縮

減、更新事業の推進などに取り組むため設立され、今年度で４年目を迎えました。 

昨年度は、７ブロックにおいてブロック会議が開催され、事業に係る情報提供（省エネ型集落排

水施設実証事業、地方公営企業法の適用範囲拡大、農業集落排水施設のＰＦＩ事業導入）や意見交換

（機能診断、最適整備構想、集排の統廃合と下水道への接続等）が行われ、各道府県での研修会が実

施されました。 

平成２７年度においては、①新技術導入などにより維持管理の低減を図る、②既存施設に対する

最適整備構想の作成を促進する、③集排汚泥や処理水の農地還元を一層進める、この３点について組

織的に取り組み、ブロック会議・研修会の実施、情報発信、集排事業に関する市町村の意向把握と市

町村構想の見直しの推進、１０年を経過した施設の機能診断の推進、集排施設の改築・更新・維持管

理に必要な技術の開発・普及、集排事業推進協議会との連携、パンフレット等の作成が昨年度に引き

続き実施されることが決定されました。 

 第１回島根県農業農村整備推進協議会 幹事会を開催 

４月１０日午後１時から島根県民会館大会議室において、平成２７年度第１回島根県農業農村整

備推進協議会幹事会が開催されました。 

会議では、事務局から平成２６年度の活動報告及び収支決算報告があり、その後今年度の活動計

画（案）について提案がありました。 

今年度の活動計画として 

① 「ルーラル・ミーティング」の開催・・・６月７日（日）（平田文化館） 

② 「農林水産省との意見交換会」・・・７月または１０月で実施予定 

③  農業農村整備事業関係機関に対する「要望・提案活動」の実施 

④ 「第１９回しまねの農村景観フォトコンテスト」の後援 

についての提案があり、いずれも原案どおり承認されました。 

 この内、「ルーラル・ミーティング」は「食料自給力の確

保に向けて（条件整備から考える）」をテーマに、食料自給

力の確保のために新指標を活用した政策に切り替えていく方

針の中で、中山間地域が大部分を占める島根県としてどのよ

うな取り組みが可能であるか、また自給力向上のための条件

整備、地域活性化策について検討することを目的に開催しま

す。是非ご参加ください。 
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 第１０回 ＝督促状が戻ってきた場合について＝ 

◆相談内容 

組合員が賦課金を滞納しており、普通郵便で督促状を出したが、郵便物が帰ってきた。 

 本人は、郵便物の送付先に住んでいる様子がうかがえるので、受け取りを拒否しているのではな

いかと思われる。 

 このような場合は、どうなるか。 

◆ご相談･お問合せ先：水土里ネット島根／隠岐出張所 担当：前川（TEL：08512-2-9013） 

 「第１８回しまねの農村景観フォトコンテスト」入賞作品決定 
島根県と水土里ネット島根が共催で「第１８回しまねの

農村景観フォトコンテスト」を実施したところ、県内外から

２６３名の方から７９５点（過去最高）の応募があり、去る

２月２０日に審査会が行われ、各賞が選ばれました。 

今回応募者及び応募点数が過去最高となったことは、こ

の農村景観フォトコンテストが一般市民の方々に浸透し、多

くの方が県内の農村へ出向いて優れた農山村の景観を感じつ

つ、景観保全の意識の高揚に繋がっていると感じます。 

今回入賞された作品は５月２７日（水）～６月１日

（月）の間、松江市の島根県立美術館「ギャラリー③」にて

展示されたあと、県内各地で巡回作品展を予定しており、日程が決まりしだいホームページでお知ら

せします。また、今後イベント等での展示のご希望があればご連絡ください。 

ホームページアドレス【http://www.shimanedoren.or.jp/fotoco.html】 

尚、第１８回の表彰式は５月３１日（日）島根県立美術館で午後１時３０分から行います。 

◆回答 

送付方法ですが、普通郵便で送付した場合、郵便局は郵便受け等に入れてしまいますので、相手

に到着したか、何を送付したかなどについて、何も証明するものがありません。 

滞納による督促状は、普通郵便ではなく、内容証明による郵便で送付することを推奨します。 

 内容証明で送付して相手が受取拒否の意思表示をすれば、郵便局は、その相手に署名と印をもら

い、送り主へ戻します。 

 この場合、督促状は受け取らなくても、到着すれば受け取ったことになりますので、効力は発生

します。 

 普通郵便での受取拒否は、開封せずに受取拒否と書いて署名印鑑押して郵便局に持って行くか、

ポストへ投函するようになるはずですが、この場合、到着したとみなされるかは、相手が内容を分

かっているかどうかという点で、難しい判断になると思われます。 

 なお、「宛て所に訪ね当たらず」とか「転居先不明」で郵便物が戻ってきた場合は、相手に到着

していませんので、効力は発生しません。 

最優秀賞 

「朝光」 行長 好友 

撮影場所 出雲市斐川町出西 

シリーズ『土地改良相談の事例紹介』 
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■水土里ネット島根 新規職員自己紹介 

◆ この度、水土里ネット島根に採用となりました、山根千尋と申します。 

   私は、愛着の深い島根県で地域に貢献できる仕事に就きたいと考え、高校から

大学にかけて、土木関係の知識や技術を学んできました。現在は、技術支援グル

ープに所属し生活を送っていますが、仕事を始めて、自分の未熟さを日々痛感し

ております。まだまだ至らないことばかりですが、日々邁進できるよう精一杯努

力したいと思っておりますので、ご指導のほどよろしくお願い致します。 

                        （所属 技術支援グループ） 

 ◆ この度、水土里ネット島根に採用となりました、矢野成美と申します。 

   私は、学生時代は文系でしたので、土木関係の知識はほとんどありませんでし

たが、臨時職員として２年ほど水土里ネット島根で働かせていただいている間に

興味を持ち、採用試験を受験しました。 

   知識も経験もまだまだ未熟ですが、農業を営む地域の方々を支援していくとい

う水土里ネット島根の業務を通じて、一日も早く、島根の農業農村整備に貢献で

きるよう精進していく所存ですので、よろしくお願いします。 

                        （所属 水土里推進グループ） 

■今月の主な予定 

開催日 内  容 開催地 

5月13日(水) 農家負担金軽減支援対策事業担当者会議 東京都 

5月19日(火) 県土連平成27年度第1回役員会 本会 

5月19日(火) 島根県農地·水·環境保全協議会平成27年度第1回理事会·総会 本会 

5月22日(金) 平成27年度中国四国土地改良事業団体連合会協議会総会 岡山市 

5月27日(水) 県土連平成27年度第1回監事会、定期監査 本会 

5月28日(木) 島根県農村災害支援協議会総会 本会 

5月29日(金) 都道府県水土里ネット事務責任者会議 東京都 

5月31日(日) 第18回しまねの農村景観フォトコンテスト表彰式 松江市 

5月31日(日) ｢田んぼの学校｣田植えコース 雲南市 

 

｢水｣｢土｣｢里｣ 

の未来を創造し働きま

「水」‥‥農業用水や地域用水 

「土」‥‥土地や農地 

「里」‥‥農村空間、農家や地域住民が一体となった生活

水土里ネット島根 （島根県土地改良事業団体連合会） 

〒690-0876 島根県松江市黒田町432-1 島根県土地改良会館 TEL 0852-32-4141 

ホームページhttp://www.shimanedoren.or.jp/ メールsmndoren@shimanedoren.or.jp 

み ど り 


